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サービスの種類 車椅子同乗車輌貸出し

(ﾌﾘｶﾞﾅ)クルマイスドウジョウシャリョウカシダシジギョウ

車椅子同乗車輌貸出事業

担　当　者 （福）幸手市社会福祉協議会

〒　３４０－０１５２

幸手市天神島１０３０－１

TEL：０４８０－４３－３２７７　　FAX：０４８０－４０－１４６０

その他連絡先（携帯等）：

Eメールアドレス syafuku@satte-syakyo.or.jp

ホームページURL https://www.satte-syakyo.or.jp

受付日時（営業日時） 月～金曜日（国民の祝日・年末年始を除く）　８：３０～１７：１５

内　　　 容

車椅子を使用しなければ外出が困難な（重度の歩行機能障がいがある、寝たき
り等）在宅の方に、車椅子のまま乗降できる軽自動車を貸出します。病院等へ
の診断、通院治療、入退院の際や福祉施設、公共機関等へ出向く際にご利用
いただけます。その他、社会福祉協議会の会長が認めた場合は、利用可能とな
ることもあります。
【利用方法】①事前に、運転される方に「登録申請書」と「誓約書」の記入をして
いただき、「利用登録証」をお受け取りいただきます。②利用の申込みは、乗車
の３日前までに（休日を含まず）「利用申請書」を記入し提出いただきます。貸出
期間は、原則１回につき３日以内です。長期の連休や年末年始（１２月２８日～１
月３日）の期間は利用出来ません。利用時間は、午前９時～午後５時です。③
利用の承認を受け、「利用登録証」を携帯し、「運行記録簿」と車の鍵を社会福
祉協議会窓口で受け取り、ご利用いただきます。④返却時に、「運行記録簿」の
提出と走行距離による燃料代をお支払い頂きます。１０kmごとに１５０円。

利　用　料　金 利用に係る燃料代を負担していただきます。

サービス提供地域

□ 県内全域　　　　☑ 幸手市内

□ 市外（提供可能地域）

利　用　条　件
・社会福祉協議会の会員の方で、市内に住所を有し、車椅子を使用しなければ
外出が困難な方及び介護をされている方

名　　　称

住　　　所

連　　絡　　先

mailto:syafuku@satte-syakyo.or.jp
https://www.satte-syakyo.or.jp/

